	農薬販売届の記入方法
１．新規の届
  　新たに農薬販売を開始する場合、販売所を増設した場合にはその開始の日
　までに、次により販売届（様式第１号）を１部作成し、農業試験場病害虫防
除所へ提出してください。なお、農薬の譲渡を行う場合も販売に含まれます
　ので届出が必要になります。
１）届出者の住所及び氏名
    　個人の場合は、その住所と氏名（法人にあっては、その名称及び代表者
　　名）を記入してください。
　２）販売所の所在地
    　あらたに農薬の販売を行う販売所の所在地と電話番号を正確に記入して
　　ください。原則として、販売所ごとに届出の手続きが必要ですが、販売所
　　が複数の場合には別紙に記入し、割印をして添付すれば、まとめて行うこ
とができます。
３）卸売又は小売の別
    　届出にかかる販売所が、該当する方に○を付けてください。双方に該当
　　する場合もあります。
　４）販売所の名称
    　届出にかかる販売所の正式名称を正確に記入してください。
　５）事業内容
    　届け出る販売所の事業内容を（１）～（５）の各項目に区分し、各々の
　　概ねの頻度を記入してください。
　６）販売する主な農薬
    　届出にかかる販売所で取り扱う主要な農薬を記入してください。
    　なお、「毒物及び劇物取締法」により毒物若しくは特定毒物に指定され
　　ている農薬及び「農薬取締法」により水質汚濁性農薬に指定されている農
　　薬を取り扱う場合は、必ず記入してください。
２．変更の届 
    すでに届け出ている事項で「届出者の氏名（法人にあってはその名称及び
　代表者名）又は住所」、「販売所の所在地又は名称」、「卸売又は小売の区
　別」の事項に変更があった場合は、次により変更届（様式第２号）を１部作
　成し、変更の生じた日から２週間以内に、農業試験場病害虫防除所へ提出し
てください。
１）届出者の住所及び氏名
  　  変更のあった場合、変更後の届出者の住所と氏名（法人にあっては、そ
　　の名称及び代表者名）を記入してください。
　　販売所が複数の場合には別紙に記入し、割印をして添付すればまとめて行
　　うことができます。
２）販売所の所在地
  　  変更のあった販売所について、その所在地を正確に記入してください。
　３）卸売は小売の別
  　  届出にかかる販売所が、該当する方に○を付けてください。双方に該当
　　する場合もあります。
    　なお、別紙に複数の販売所を記入する場合、販売所ごとに卸売又は小売
　　の別が異なるときは、販売所ごとに卸売又は小売の別を記入してください。
　４）変更事項
    　届出にかかる販売所の変更事項について、変更前と変更後を該当覧に記
　　入してください。
３．廃止の届
  　農薬販売を営んでいた販売所を廃止した場合は、次により廃止届（様式第
　３号）を１部作成し、農薬販売を廃止した日から２週間以内に、農業試験場
　病害虫防除所へ提出してください。
　

１）届出者の住所及び氏名
   　 個人の場合は、その住所と氏名（法人にあっては、その名称及び代表者
　　名）を記入してください。
　２）農薬販売を廃止した年月日
    　届出にかかる販売所において、農薬の販売を廃止した年月日を記入して
　　ください。
　３）販売所の所在地及び名称
    　農薬の販売を廃止した販売所の所在地と名称を正確に記入してください。
　　　原則として、販売所ごとに廃止届が必要ですが、販売所が複数の場合に
　　は別紙に記入し、割印をして添付すれば、まとめて行うことができます。




